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船舶事故調査報告書 

                               

令和２年１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決                          

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年２月１日 １９時５０分ごろ 

発生場所 福岡県糸島
いとしま

市灯台
とうだい

瀬
せ

 

 灯台瀬灯標から真方位３３３°８０ｍ付近 

（概位 北緯３３°３９.４′ 東経１３０°０７.２′） 

事故の概要  貨物船新松輝
しんしょうき

丸は、航行中、浅瀬に乗り揚げた。 

 新松輝丸は、船底外板の凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 新松輝丸、４８３トン 

１３４４６９、株式会社大和商会 

５８.９７ｍ（Lr）×１３.００ｍ×５.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年３月２９日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成８年５月３０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２８年５月３０日 

  免状有効期間満了日 令和３年７月２日 

航海士Ａ 男性 ６１歳 

六級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２４年８月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年７月１４日 

  免状有効期間満了日 令和４年８月２０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に亀裂を伴う凹損、舵及び推進器に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 約７.０～８.０m/s、視界 良 

   好 

海象：波高 ２.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

日没時刻：１７時５０分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長及び航海士Ａほか３人が乗り組み、スラグ約１,２５

０ｔを積載し、熊本県天草
あまくさ

市崎津
さ き つ

漁港に向け、平成３１年２月１日１



- 2 - 

５時３０分ごろ、関門港小倉区を出港した。 

本船は、出港後、１号レーダーを３海里（Ｍ）レンジ及び２号レー

ダーを１Ｍレンジでそれぞれコースアップ表示として作動し、ＧＰＳ

プロッターを使用し、約９ノットの対地速力で、船長が単独で操船を

行い、航行した。 

本船は、倉
くら

良
ら

瀬戸を通過後、自動操舵とし、１７時ごろから航海士

Ａが船橋当直に当たり、灯台瀬（以下「本件浅瀬」という。）の南方

を通過して平戸
ひ ら ど

瀬戸北口に向けて、南西進した。 

航海士Ａは、左舷方の反航船を避けていたところ、船首方約３Ｍに

灯台瀬灯標（以下「本件灯標」という。）の灯光を視認し、本件灯標

の北方には浅瀬が広がっていないと思っていたので、本件灯標の北方

を通過するよう約５°右転させた。 

航海士Ａは、しばらく、本件灯標の灯光が左舷船首方に見えていた

ので、そのまま左舷方に見て通過すると思い、主に周囲の航行船舶を

注視ながら航行を続けていたところ、本件灯標との距離が約５００ｍ

になったところで、灯光が再度船首方に見えてきたので、本件灯標の

北方を通過するように更に約２０°右転させた。 

本船は、本件灯標の北方約１００ｍに向かう進路となり、１９時５

０分ごろ本件灯標の北方を通過したところで、船底付近に衝撃を受

け、航海士Ａが船長に連絡するとともに手動操舵に切り替えて舵輪を

右舷方に回したが操舵装置が作動せず、再度衝撃を受けて停止した。 

船長は、昇橋してＧＰＳプロッターの画面を見たところ、小縮尺の

表示になっていたので、大縮尺の表示とし、本船が本件浅瀬の上にい

るのを認識した。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船が本件浅瀬に乗り揚げた状況（船首側から） 

 

 

 

 

 

本船 

本件灯標 
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写真２ 本船の損傷の状況 

 

船長は、機関長に船首部及び機関室の船底付近に浸水がないことを

確認させたが、本船が波を受けて船底付近に衝撃が続いたので、自ら

機関室及び舵機室に行ったところ、舵取り機の部分が突出し、浸水が

始まっているのを認めた。 

船長は、横転などの危険を感じ、海上保安庁に本事故の発生を通報

して乗組員の救助を要請し、乗組員と共に海上保安庁の航空機により

救助された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、本事故時、船首約２.９ｍ、船尾約４.７ｍであっ

た。 

日本水路協会出版の航海用電子チャート new pec によれば、本件浅

瀬は、糸島市碣
かつ

石
せき

埼から北西方へ約２.４Ｍのところに位置し、５ｍ

以浅の浅瀬が、本件灯標の北方約１５０ｍに、西方約１８０ｍに、南

西方約３３０ｍに広がり、水上岩が北方約１４０ｍまで連なってい

る。 

本件灯標は、孤立障害標識*1であり、灯質が群閃
せん

白光、毎５秒に２

閃光、灯高が１３ｍ、光達距離が５Ｍである。 

航海士Ａは、ガット船に、昭和５０年ごろから甲板員（クレーンの

操作員）として乗り組み、平成２５年ごろから航海士として乗り組ん

でいた。 

本船は、浅所などの避険線は設定されていたが、本航海における通

航路が、よく通る航路であったので具体的な航路線が設定されていな

かった。 

船長は、航海士Ａに船橋当直を引き継ぐ際、航海士Ａが本航路の経

験があったので、いつもと同じように本件浅瀬の内側（南側）を通っ

て平戸瀬戸に向かうように指示した。 

                             
*1
 「孤立障害標識」とは、標識の位置又はその付近に岩礁、浅瀬、沈船等の障害物が孤立していることを示す標識

をいう。 

損傷箇所 
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航海士Ａは、本件浅瀬の付近を通航する際に、その北方及び南方の

どちらも通航した経験があり、本船に乗り組んでからは、船長からの

指示でほとんど本件浅瀬の南方を通航していたものの、常に安全に配

慮して航行するようにとの指示も受けていたので、行き会い船の状況

によっては、本件灯標の北方を通航することもあった。 

航海士Ａは、これまで、本件浅瀬付近を航行する時には、本事故時

も含め、ＧＰＳプロッタ－をほとんど小縮尺の表示にしており、その

画面上の、本件灯標のある水上岩及び南方に拡延している等深線の図

を見て、本件灯標の北方には浅瀬は広がっていないと思い込んでい

た。 

航海士Ａは、関門港に寄港時に自宅で休養しており、疲れや眠気は

なかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、碣石埼北西方沖において、西風で進路が南側に圧流される

状況下、平戸瀬戸北口に向けて自動操舵で南西進中、単独で船橋当直

中の航海士Ａが本件灯標の北方に浅瀬が拡延しているのを知らずに、

本件灯標から約５００ｍの距離で右転し、本件灯標の北方約１００ｍ

に向かう進路で航行を続けたことから、本件浅瀬の北部に乗り揚げた

ものと考えられる。 

航海士Ａは、本件浅瀬付近を航行する際、小縮尺の表示のＧＰＳプ

ロッタ－画面上の、本件灯標のある水上岩及び南方に拡延している等

深線の図を見ていたことから、本件灯標の北方の水上岩及び浅瀬の範

囲を正確に認識できず、拡延していないと思い込んでいたものと考え

られる。 

本船は、航海士Ａが船首方約３Ｍに本件灯標の灯光を視認して約

５°右転してから、本船が、約７.０～８.０m/s の西風により進路が南

側に圧流されたことから、本件灯標及び本件浅瀬に向かう進路にな

り、灯光が再度船首方に見えてきた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、碣石埼北西方沖において、西風で進路が

南側に圧流される状況下、平戸瀬戸北口に向けて自動操舵で南西進

中、単独で船橋当直中の航海士Ａが本件灯標の北方に浅瀬が拡延して

いるのを知らずに、本件灯標から約５００ｍの距離で右転し、本件灯

標の北方約１００ｍに向かう進路で航行を続けたため、本件浅瀬の北

部に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航海前、予定航路付近の水路調査を行い、浅所の詳細な状況を確
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認するとともに、航路線を設定すること 

・航海中、船舶が浅所の近くを通航するときは、ＧＰＳプロッター

の表示は詳細を確認できる適切な範囲とし、浅所から十分に距離

を離して航行すること。 

・航海中、風が強い時は、圧流の状況を連続で計測して、障害物な

どから確実に離れた進路を保持すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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本船 

本件灯標 本件浅瀬 

本件浅瀬 

碣石埼 

福岡県 

糸島市 

玄界島 

佐賀県 

福岡県 

事故発生場所 

（平成３１年２月１日 

１９時５０分ごろ発生） 

玄界灘 

本船 

乗揚時の態勢 

本船航跡（推定） 

本船航跡（推定） 

倉良瀬戸 

平戸瀬戸 


